
新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書 

 

新型コロナウイルス感染拡大は、依然高い水準で推移しています。特に、重症化リ

スクの高い高齢者の施設での感染対策が急務となっています。また、医療体制強化へ

の取組も必要です。  

さらに、経済活動へのダメージも大きく、感染収束が見通せない中で、市民生活へ

の影響も長期化することを見据えると、さらなる対策の強化が必要です。 

国と東京都に対して以下のとおり要望します。 

 

記 

 

（医療体制の強化） 

１ 各地域に設置されているＰＣＲセンターの運営支援を強化すること。また、民

間も含めＰＣＲ検査機関の体制をさらに強化すること。 

２ 市町村ごとに、検査数や感染経路など、個人情報保護に配慮しつつも感染予防

策に必要な情報を開示すること。 

３ 重症化リスクの高い高齢者施設や障害者支援施設等での感染拡大を防ぐため、

施設の職員や利用者に対する定期的なＰＣＲ検査を早期に実施すること。 

４ ＰＣＲ検査により陽性者が見つかった高齢者施設や障害者支援施設等につい

ては、施設の運営に支障が出ないよう、支援を行うこと。 

５ 在宅で介護をしている者が感染により病院や療養施設に入ることになった場

合、介護を受けていた者を一時的に受け入れる体制を構築すること。 

６ 医療機関における患者受入れ病床確保への支援を強化するとともに、重症患者

のための人工呼吸器やエクモなどの機器導入や外来などの診療体制に対し人的・財

政的な支援をすること。 

７ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、都内の医療機関は、感染症の受入れや

患者の受診抑制により診療報酬が激減し、各病院ともに経営が逼迫している。緊

急的な東京都独自の支援策が必要であり、今後も継続して地域医療が確保できる

緊急財政支援を行うこと。 



８ 新型コロナウイルス感染症患者などの診察や治療に携わる医療従事者に対する

東京都独自の特殊勤務手当の支給に対する支援事業を、期限である９月３０日以

降も延長すること。 

９ 今後、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症が同時流行すること

に備え、地域の実情に応じて、各医療機関等が発熱患者を有効に診療できる外来・

検査体制等を整備すること。 

１０ 都内保健所の体制をさらに支援すること。また、陽性患者の搬送については民

間事業者への委託なども積極的に活用し、保健所業務の負担を軽減すること。 

１１ 宿泊療養者・自宅療養者の実態を把握し、宿泊療養・自宅療養の基準を新たに

定めること。 

（経済活動への支援） 

１２ 中小企業への経営支援として利用が増えている無利子・保証料補助の制度融資

を大幅に拡充すること。また、受付期間を新型コロナウイルス感染拡大が収束す

るまで行うこと。 

１３ 特に甚大な被害を受けている飲食業者等に対する支援を強化すること。 

１４ 感染防止ガイドラインに沿った対策を進められるよう店舗や宿泊施設を支援す

ること。 

１５ 普及が進んでいるテレワークについて、支援の仕組みを構築するとともに、セ

キュリティ対策も進めること。 

１６ 感染拡大の影響により離職を余儀なくされた人や、内定を取り消された学生に

対する再就職支援の体制を整備すること。 

１７ 生活のセーフティーネットとして利用が増加している生活福祉貸付事業の拡充

を図ること。 

（その他） 

１８ 小中学校でのオンライン教育に不可欠な情報機器や教材コンテンツの拡充、家

庭の通信環境確保を進めること。 

１９ 災害発生時において、新型コロナウイルスの感染リスクを防ぐため、広域的に

避難所を確保する取組に対して支援するとともに、避難所を運営する市町村に対

して、人的・財政的な支援策を講じること。 

 



（自治体に対する財政支援） 

２０ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額など、自治体に対す

る必要な財政支援を行うこと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

 

（議決日）令和２年９月１８日 

（送付日）令和２年９月２４日 

（送付先）内閣総理大臣、東京都知事 

 

 


